
改訂版

～学校と家庭と関係機関等をつなぎ、支えるツールとして～

「個別の教育支援計画」は、

特別な教育的支援が必要な子どもの教育的ニーズに基づき、

保護者や関係機関と連携を図りながら、長期的な視点で教育的支援を行うことを

目的に、園及び学校が作成するものです。

「個別の教育支援計画」を効果的に活用することで、

特別な教育的支援を必要とする子どもの支援を、組織的、継続的かつ計画的に

進めることができるようになります。

■個別の教育支援計画とは？
■個別の教育支援計画Ｑ&Ａ
■「サポートファイルさっぽろ」とは？
■「サポートファイルさっぽろ」Ｑ＆Ａ
■「サポートファイルさっぽろ」の各シートについて
■個別の教育支援計画の効果的な作成と活用について
■関係機関等との連携

札幌市教育委員会
令和３年３月改訂

特別支援教育指導資料



個別の教育支援計画

個別の教育支援計画とは？

特別な教育的支援の必要な子どもの教育的ニーズを把握して、福祉、医療、労働等
の関係機関と連携を図りつつ、乳幼児期から学校卒業後までの長期的な視点に立っ
て、一貫して的確な教育的支援を行う目的で、園や学校が作成する計画。

個別の指導計画
子ども一人一人の教育課程を具体化したものであり、個別の教育支援計画に基づ
き、各教科等の目標や手だてを記載した計画。

サポートファイルさっぽろ
札幌市では、平成29年１月、「サポートファイルさっぽろ」を個別
の教育支援計画の基本様式として定め、活用を推進しています。

※４ページ『サポートファイルさっぽろとは？』参照

個別の教育支援計画等の作成について

特別支援学級・特別支援学校に在籍する児童生徒
通級による指導を受ける児童生徒

幼稚園及び通常の学級に在籍する
特別な教育的支援の必要な幼児児童生徒

必ず作成する

作成に努める
※幼稚園教育要領、小学校・中学校・特別支援学校学習指導要領より
※特別支援学校・特別支援学級在籍児童生徒及び通級による指導を受ける児童生徒の作成については、学校教育法施行
規則においても「作成すること」として規定。

サポートファイル
さっぽろ

個別の支援計画

幼稚園　学校 学校卒業後乳児期

個別の指導計画

個別の教育支援計画

教育課程の具体化
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個別の教育支援計画Ｑ＆Ａ
Ｑ
Ａ
個別の教育支援計画は、在学校（園）におい
て、在籍学級の担任が中心となり、必要に応
じて校内学びの支援委員会での検討なども
踏まえながら作成することになります。なお、
通級による指導を受ける児童生徒について
も、在学校が作成することとなり、通級指導
校における指導計画などを踏まえ、通級担当
者と連携を図るなどしながら、在籍学級にお
ける目標や手だてなどについて記載します。

個別の教育支援計画は誰が作成
するのですか？

在学校（園）が作成します。
※通級による指導を受ける児童
　生徒も在学校が作成

Ｑ

Ａ
個別の教育支援計画には個人情報が含ま
れることから、就学・進学・転学先（市立校を
含む）や関係機関等（福祉・医療など）と情報
共有を図る際には、保護者及び本人の同意が
必要となります。なお、個別の教育支援計画
の作成に当たっては、作成することについて

保護者と共有
し、十分に相談
しながら作成
することが大
切です。

個別の教育支援計画を就学・進学
先や関係機関等と共有する際、保
護者の同意は必要ですか？

Ｑ個別の教育支援計画と個別の指
導計画の両方を作成しなければ
いけませんか？

保護者及び本人の同意が
必要です。

Ｑ
Ａ
指導要録の指導に関する記録の保存期間
を踏まえ、幼児児童生徒が卒園、卒業及び転
学後、５年間保存します。なお、記載された個
人情報が漏えいしたり、紛失したりすること
がないよう、ファ
イル等に綴り、施
錠できる場所に
保管します。

個別の教育支援計画の
保存期間は？

卒園、卒業及び転学後、
５年間保存します。

Ａ

幼児や通常の学級の児童生徒（通級による
指導を受ける児童生徒も含む）については、
個別の教育支援計画を「サポートファイル
さっぽろ」で作成している場合、サポートシー
トの部分を個別の指導計画として取扱うこ
とが可能となります。なお、特別支援学校及
び特別支援学級に在籍する児童生徒につい
ては、自立活動を教育課程に位置付け、特別
の教育課程を編成することから、個別の教育
支援計画及び個別の指導計画の両方を作成
する必要があります。

幼児や通常の学級の児童生徒に
ついては、個別の教育支援計画を
「サポートファイルさっぽろ」で作
成している場合、サポートシート
の部分を個別の指導計画として
も取扱うことが可能です。
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「サポートファイルさっぽろ」Q&A

■保護者や本人が学校や医療機関などに相談する際に、状況などを説明する
ために活用したり、関係者が本人の個性や特徴、これまでの経過などを共
通理解し、自立に向けた手だてを共有したりすることにより、切れ目ない支
援を受けることをサポートするためのツール。札幌市では、福祉、教育、医療
等の場において幅広く活用が進められています。

■札幌市教育委員会では、平成29年１月、「サポートファイルさっぽろ」を個別
の教育支援計画の基本様式として定め、活用を推進しています。

https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/hattatu/supportfiles.html

Ｑ
Ａ
小中学校の校務支援システムの学級担任メニューにある「ファイルデータ管理」の個人フォルダ内
で様式ファイル（テンプレート）を取得（ダウンロード）し、作成した計画は個人フォルダ内に登録しま
す。なお、保健福祉局のホームページからも様式のファイルを取得することが可能です。

校務支援システム内及び保健福祉局のホームページから取得できます。

Ｑ
Ａ

「サポートファイルさっぽろ」は基本様式であ
りますが、これまで園・学校で使用してきた様
式を活用するなど、必ず「サポートファイルさっ
ぽろ」を使わなければいけないということはあ
りません。しかし、「サポートファイルさっぽろ」
は、札幌市における関係機関等と情報共有を
図るためのツールとなりますので、子どもたち
を支える福祉や医療など、様々な関係機関等
との連携を円滑にするためにも、新たに計画を
作成する際には、「サポートファイルさっぽろ」
の様式を活用することが望ましいです。

基本様式「サポートファイルさっぽろ」
を必ず使わなければいけませんか？

「サポートファイルさっぽろ」以外の様
式を使用することも可能ですが、新た
に作成する場合は、「サポートファイル
さっぽろ」を使うことが望ましいです。

「サポートファイルさっぽろ」とは？

Ｑ

Ａ
全てのシートを記入しなければいけないと
いうことはありません。子どもの実態や関係機
関等との連携の状況などを踏まえて必要な
シートを作成し、その後、状況の変化に応じて
必要なシートを追加するなどの対応を進めま
す。ただし、計画の機能を考え、幼児児童生徒
の現在の様子、目標及び手だてについては記
載する必要がありますので、サポートシート１
（２）、３、４は必須となります。

個別の教育支援計画の様式として
「サポートファイルさっぽろ」を活用
する場合、全てのシートを記入しな
ければいけませんか？

子どもの実態や関係機関等との連携
の状況などを踏まえて、必要なシー
トを作成します。

様式は、どのように取得することができますか？
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Ⅰ フェイスシート
●氏名・緊急連絡先等
●成育歴
●健康状態、服薬等
フェイスシートには、子どもについて基
本的な情報を記入します。いわゆるプロ
フィールのような部分であり、「サポート
ファイルさっぽろ」の窓口です。

Ⅱ ヒストリーシート
●相談の記録
●関係機関の情報
●手帳等の交付・福祉サービス等利用状況
ヒストリーシートは関係機関等での相
談記録などを記入するものです。
また、障がい者手帳の交付や福祉サー
ビスの利用についても記載しておくことが
できます。

Ⅲ サポートシート
●現在の様子
●サポートプラン（目標・手だて・評価等）
●サポートマップ
サポートシートは、子どもの支援を具体
的に計画する部分となります。
子どもの現在の様子を基に、目標や手
だてなどについて記載します。

Ⅳ オプションシート
●ひきつぎシート
●療育機関等での記録
●就労等に関わる記録
●自己紹介
●受診歴／職歴・就労相談歴
オプションシートは、進学先等へのひき
つぎや関係機関との連絡、就労に係る記録
など、必要に応じて使用するシートです。

「サポートファイルさっぽろ」の
 各シートについて
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●実態把握に基づき、子どもの困難さを踏まえて、
具体的な目標や手だてを設定する
●目標を具体的に設定することで、評価が明確にな
り、取組の改善につながる

POINT
1

▶何のために計画を作るのか？
特別な教育的支援の必要な子どもたちの状況や環境等を踏まえると、担任一人では対応が困難
なケースが多く、今後は一層、園・学校として組織的・計画的に取り組むことが必要となります。個別
の教育支援計画は、これらの取組を支えるツールとなります。

特別な教育的支援の必要な子どもたちの

組織的・計画的な対応の必要性
個別の教育支援計画を活用した

教育的ニーズ等の多様化

関係機関等
との連携

障がいの
重度・重複化

発達障がい等
への対応

・子どもを多面的に捉える
・共通理解による一貫した支援
・役割分担の明確化

・長期的な見通しをもって
・実態把握に基づく目標設定
・計画的な支援の評価改善

▶「作成」から「活用」へ ～R‐PDCAサイクル～
個別の教育支援計画は、「作成」することがゴールではなく、計画に基づき段階的に指導を進めた
り、取組の状況に応じて計画を見直したりするなど、計画をいかに「活用」するかということが重要
です。計画を効果的に「活用」することで、個別の教育支援計画が、子どもたちや先生方を支える
ツールとなります。

●評価時期を明確にする
●目標の達成状況に基づ
き、目標や手だての見直
しを図る

Research
実態把握

Action
改善

Do
実行

評価
Check

Plan
計画作成

生育歴
基本的な生活習慣
行動・コミュニケーション
学習の習得状況　など

R-PDCAサイクルを
効果的に進めるための
2つのポイント！

「個別の教育支援計画」の効果的な作成と活用について

組織的

計画的

POINT
2
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POINT
1

▶個別の教育支援計画を作成してみましょう！

Research
実態把握

Plan
計画作成

子どもの実態（『学校での様子』）などに
基づいて、目標や手だてを考える。

POINT
2

短期目標の達成状況から、
成果と課題を具体的に記載
し、取組の改善につなげる。

実施している合理的
配慮については、『学
校での様子』や『支
援の手だて』などの
欄に記載します。

▶保護者・関係機関等との連携
文部科学省と厚生労働省による『トライ
アングルプロジェクト』の報告では、支援が
必要な子どもやその保護者が切れ目なく支
援が受けられるよう、家庭と教育と福祉の
より一層の連携の必要性が示され、学校教
育法施行規則が一部改正されました。

個別の教育支援計画の作成に当たっては、保護者の意
向を踏まえつつ、関係機関等と当該幼児児童生徒の支
援に関する必要な情報の共有を図ること。(一部抜粋) 

実態把握の際には、園・学校の情報だけでは
なく、家庭や関係機関からの情報も踏まえて
多面的に捉えることが大切です。

「個別の教育支援計画」の効果的な作成と活用について

平成30年12月19日付け札教課第1333号「学校教育法
施行規則の一部を改正する省令の施行について」 

園・学校の情報

家庭の情報

関係機関の情報
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▶関係機関等とどのように連携するか？

▶支援を「つなぐ」 ～就学・進学・転学先への引継ぎ～

関係機関等とは？ ※平成30年12月19日付け札教課第1333号通知より

当該児童生徒等が利用する医療機関、児童発達支援や放課後等デイ
サービス、保育所等訪問支援等障がい児通所支援事業を行う者（指定障
がい児通所支援事業者等）、保健所、就労支援機関等の支援機関など

前述の『トライアングルプロジェクト』の報告では、「学校と放課後等デイサービス事業所が、お互
いの活動内容や課題、担当者の連絡先などを共有していないため、円滑なコミュニケーションが図ら
れておらず連携できていない」ことが指摘されています。以下の連携の具体例なども参考にしなが
ら、子どもの状況に応じた連携を進めることが大切です。

就学・進学先や転学先に個別の教育支援計画を引き継ぐ際には、園及び学校の担当者等が対面の
形で実施することが基本となりますが、市立小中学校間においては、校務支援システムを活用して個
別の教育支援計画のファイルデータを進学先や転学先に共有することが可能です。

●校務支援システムにおける「ファイルデータ管理」の『個別の教育支援計画』に保存している個別の
教育支援計画のファイルデータを進学先や転学先に共有することができます。
●本機能は、校務支援システム上、市立小中学校間のみの対応となります。
●本機能で登録データを学校間で共有する場合、在学校の管理職から進学・転学先の管理職へ、その
旨を事前連絡します。
●特別な教育的支援の必要な児童生徒の引継ぎは、対面形式で行うことが基本となります。本機能
は、対面形式での引継ぎを補完する位置付けとなりますので御留意ください。

引継ぎの際には、『個別の教育支援計画』を基にしながら、子ども
の見立てや目標及び評価などについて引き継ぎます。

放課後等デイサービス事業所との連携（例）
① 紙面による連携
園・学校が作成する個別の教育支援計画や事業所が作成する個別支援計画などを、保護者を通じ
て双方が共有を図ることで、事業所の見立てや目標などを学校の計画や取組に生かす。

事業所が作成する個別支援計画の内容について電話で問合せたり、園・学校の取組状況を伝えた
りすることで、互いに子どもの理解を深める。

対応が難しいケースの場合、放課後等デイサービス事業所も含め、関係機関等の職員とともにケース会
議等を実施することで、子どもの状況について多面的に捉えたり、対応方法について検討したりする。

② 電話による連携

③ ケース会議等の実施

進学先・転学先への個別の教育支援計画のファイルデータの共有

※詳細は、平成31年3月18日付け札教総第2815号『校務支援システムにおける「ファイルデータ管理
機能」の改修完了及び追加設定について』を参照ください。
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